
ガイドライン資料編　№18
指定管理者候補者選定結果

施設名 真庭市神庭の滝自然公園
所在地 真庭市神庭６４２番地７ほか

施設・設備の概要
管理事務所１棟、トイレ２棟、サル監視小屋１棟、ポンプ小屋１棟、
休憩所２箇所、展望デッキ１箇所、園路(橋梁含む)及び遊歩道、案内看板、
駐車場　　敷地面積２８，８１１㎡

開園年月日 昭和32年4月1日

業務内容
・自然公園の運営に関すること。
・施設及び設備の維持管理に関すること。
・情報提供等業務ほか。

所管課 産業観光部産業政策課、勝山振興局地域振興課
募集方法 公募
指定期間 令和８年４月１日～令和１３年３月３１日まで（５年間）
募集期間 令和７年９月８日～令和７年１０月１０日まで

申込状況 １団体（募集及び現地説明会の参加団体：１団体）

選定基準

選定の基準は、募集要項で示した施設の設置目的に沿った基準とし、基本的な審査項
目については次のとおりです。
（１）利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
（２）公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
（３）公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるもので
あること。
（４）公の施設の管理を安定して行う人員、資産、その他の経営の規模及び能力を有
しており、又は確保できる見込みがあること。
（５）その他、関係条例、条例施行規則に準ずる。

選定審議会

真庭市指定管理者選定審議会(外部委員５名)
会　 長　山田　一憲　大阪大学大学院人間科学研究科准教授
副会長　矢谷　勲　晴れの国岡山農業協同組合勝山支店支店長
委　 員　辻　智子　勝山・町並み委員会理事
委　 員　高橋　幸代　湯原温泉女将の会会長
委　 員　藤井　瑞穂　真庭木材事業協同組合総務課長
令和７年１０月３０日（木）　出席委員４名

申込団体から提出された事業計画書、収支計画書等の申込書類の内容を選
定基準に基づき審査し、仮採点を実施しました。

令和７年１０月３０日（木）　出席委員４名
書類審査と各申込団体から20分の提案説明、15分程度の委員との質疑応答
を経て、評価採点表による審査を各委員が行い、その審査点総合計(800点満
点)により最終的な順位を決定しました。
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指定管理者候補者選定結果
選定結果

（１）審査点

◆選定基準及び配点
①書類審査 (６８０満点)

(1)

(2)

　二次審査の結果に基づき、選定審議会において指定管理者候補者として適当と認められる団体を以下の
とおり選定しました。

団体名 審査点 (８００満点) 摘要
一般社団法人真庭観光局 ５６８.５点 候補者

大項目 審査項目(中項目) 審査の視点(小項目) 配点 候補者
設置目的に合
致した管理運
営が行われるこ
と。

(1)-1
設置目的に合致し
た管理運営に係る
基本方針の策定

基本方針が施設の設置目的に
合致しているか。 16 11.0 

市民の平等な
使用が確保さ
れること。

(2)-1 市民の平等な使用
の確保

一部の市民に対し不当に利用
を制限したり優遇したりすること
はないか(地域住民，地域外
住民等)。

16 11.0 

事業計画の内容が，具体
的，現実的であり，かつ創意
工夫や積極性が見られるか。
施設の利用を促進させる方策
(宣伝・広報等)がとられている
か。
自主事業の内容が施設の設置
目的に合致しており，かつ利用
者にとって魅力的なものとなって
いるか。
利用者への応接等の職員研修
は計画しているか。
利用者の要望・意見・苦情を
把握し，改善に結びつける方
策がとられているか。
管理運営全般について，定期
的に評価し，改善に結びつける
方策がとられているか。
施設の運営に利用者が関与す
ることについて方策がとられてい
るか(市民との協働の視点があ
るか)。
季節や天候に柔軟に対応でき
るか(除雪等)。
自主事業開催時に日常管理
運営業務に支障が出ない体制
となっているか。

(3)
施設の効用が
最大限に発揮
されること。

(3)-1 施設効用の最大化 48 40.0 

(4)-1 利用者に対するサー
ビスの向上

(4)-2 その他施設運営

(4)
サービスの向上
が図られるこ
と。

168 117.0 
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指定管理者候補者選定結果

(7)

(8)

市の算定に対する収入の増加
や経費の縮減程度はどのくらい
か。また，現実的な収入、経
費見積りがなされているか。

市の算定する収入及び経費算
定項目と比較して相違等があ
るか。また，その影響度合を把
握し運営に支障が生じない対
策を講じているか。
利用者数の増加に伴う増益等
や経費の縮減及び効率的な管
理運営のための創意工夫が見
られるか。
仕様書に基づいた職員配置と
なっているか。
職員の専門的知識・技能を向
上させる研修体制は講じられて
いるか。
施設の管理運営の実績はどう
か(公的施設，他の施設)。

法人・団体としての施設管理の
体制はどうか(施設現場に対す
る管理部門の支援体制等)。

個人情報が適
正に管理され
ること。

(7)-1 個人情報の管理
個人情報保護の管理体制はど
うか(職員への周知，書類の保
管，利用の適正)。

16 11.0 

人の安全が適
正に確保され
ること。

(8)-1 安全の確保

利用者及び職員の安全確保の
対策(緊急時対策や防災対
策)はとられているか(標準書の
整備や職員の指導等)。

16 11.0 

(9)-1 真庭の情報発信 真庭の情報を広く発信した実
績 8 6.5 

(9)-2 地域活性化の取組

真庭市内の地域活性化につな
がる取組を行った実績(地域活
動、地域行事、環境美化、職
場体験受入、商工会への協力
等)

16 12.0 

(9)-3 地産地消の取組 市内業者利用促進による地産
地消の取組みの実績 16 11.0 

(9)-4 雇用の確保
従業員(正職・臨時・パート内
訳)の真庭市民の継続的な雇
用実績

16 10.0 

(9)-5 市内の施設との連
携

真庭市内の他の施設や団体等
との連携や協力実績 16 11.0 

(9)-6 安全確保の連携 災害時の避難場所等の提供、
地域との連携実績 8 5.0 

(5)

施設の活用に
よる経営改善
が図られるこ
と。

(5)-1

利用者数の増加に
伴う増益等や管理
に係る経費の縮減
(単なる人件費の削
減になっていないか)

80 54.0 

(6)

事業計画書に
基づき，継続
して適正に管
理することがで
きる人的能力
及び物的能力
を有すること。

(6)-1 人的能力

80 51.0 

(6)-2 物的・経営的能力

真庭市におけ
る地域貢献に
よる実績(9)
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指定管理者候補者選定結果

(10)

(11)

(12)

 については、実績を評価している。

②提案説明及び質疑応答による審査 (１２０満点)

ア

イ

ウ

エ

オ
カ

真庭市内で指定管理の実績がある場合は、全ての施設に対しての提案実績に対して評価する。また、
新規に参入する場合には、真庭市内との関わりがあればそれを評価する。
他市を含む指定管理を受けている場合は、行
政からの指示文書 モニタリングによる結果 8 5.5 

他市を含む指定管理を受けている場合は、行
政からの指示文書 運営で評価された内容 8 5.5 

会社の優良度・誠実度 法令違反、協定違反があった
場合(0～△20点) 0 0.0 

(13)-1 真庭の情報発信 真庭の情報を広く発信する提
案 8 7.0 

(13)-2 地域活性化の取組

真庭市内の地域活性化につな
がる取組を行う提案(地域活
動、地域行事、環境美化、職
場体験受入、商工会への協力
等)

16 13.0 

(13)-3 地産地消の取組 市内業者利用促進による地産
地消の取組への提案 16 11.0 

(13)-4 雇用の確保
従業員(正職・臨時・パート内
訳)の真庭市民の継続的な雇
用提案

16 11.0 

(13)-5 市内の施設との連
携

真庭市内の他の施設や団体等
との連携や協力提案 16 11.0 

(13)-6 安全確保の連携 災害時の避難場所等の提供、
地域との連携提案 8 5.0 

市の算定金額に対する提案額
の縮減(増加) 32 30.8 

市の地域貢献による実績による
加算(増加) 32 22.2 

大項目 審査の視点(小項目) 配点 候補者
(1)(2)(3)(4)
(5) 今回応募した動機はどのようなものか。

(1)(2)(3)(4) 施設の設置理念・目的及び政策課題を理解しているか。

(4)(5) 収支予算を計画するにあたって，経費の算定（縮減の工夫）
をどのようにしたか。

(4)(6)(8) 施設管理業務における安全・衛生管理対策はどのようなことを考
えているか。

（6） 人員の確保及び人材の育成をどのように行うのか。
(1)～(13) その他，事業者としてアピールしたい点について。

(13)
真庭市におけ
る地域貢献に
よる提案

(14) 得点加算

120 85.0 
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指定管理者候補者選定結果
（２）講評

（３）指定管理者候補者の概要
岡山県真庭市勝山６５４番地
一般社団法人真庭観光局
理事長　石賀　幹浩
平成２０年５月１６日

　真庭市神庭の滝自然公園は、本市を代表する優れた自然の風景地を保護するとともに、人々に憩
いの場を提供して利用の増進を図り、観光振興に資する施設として設置しています。この設置目的等に
基づいて選定審議会において、審査内容の共通認識を図り審査したところです。
　一般社団法人真庭観光局から、経験・技術を生かした事業計画・収支計画が示されました。
　審査においては、観光地域づくり法人（DMO）として市内の他の観光施設等と関わってきた実績
や、本施設の管理を行ってきた経験を生かした誘客で、施設効用の最大化に向けた取組、真庭の情報
発信、地域活性化の取組といった地域貢献の提案と実績が高く評価されました。これらの提案内容を
選定基準に基づいて総合的に評価した結果、審査点総合計において満点の合計数の100分の50を
満たし、設置目的に合致した運営、サービスの向上、管理経費の縮減が達成できると認められる団体と
して、『一般社団法人真庭観光局』を指定管理者候補者とするものです。

・ 所 在 地 ：
・ 団 体 名 ：
・ 代 表 者 ：
・ 設 立 年 月 ：
・ 設 立 目 的 ： 真庭地域における観光資源の開発、調査研究、観光宣伝及び観光客の誘致並

びに受入環境の整備を行うとともに、観光事業者及び地域産業との密接な連携の
もと、観光産業による地域の活性化を図り、地域経済の発展と向上に寄与すること
を目的とする。
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